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＜補助のながれ＞ 

 

問合せ先・申込先： 焼津市 建築住宅課（本庁舎５階）   

電話： ０５４－６２６－２１６９ 

自分の命は 
自分で守る 

～地震に強いわが家にしよう～ 

診断無料！ 

申込みは電話１本で！ 

2026.5発行

プロジェクト 

補助額： 

上限 1,000,000 円 
 

対象工事費の８割以内 

＜令和８年度の補助事業等について＞ 

 

専門家の無料耐震診断 補強計画一体型 

（補強計画の策定と耐震補強工事を一括で申請） 

 

※注意  

・補強計画策定から耐震補強工事を

令和９年２月26日までに完了する

必要があります。 

・補助金の対象は工事費のみです。 

  

 
所 得 税  ・・・ 

 
 
固定資産税 ・・・ 
（家屋分） 

確定申告をすると、その年の所得税から最大 2５万円控除されます。 

（令和１０年１２月３１日までに耐震補強工事を実施したもの） 

工事完了後３ヶ月以内に課税課で手続きすると、1年間、固定資産税 

（1戸当たり 120平方㍍相当部分まで）が 1/2に減額されます。 

（令和１３年 3月 31日までに耐震補強工事を実施したもの） 
 

住宅の耐震補強工事を完了すると…      ※それぞれ申請手続きが必要です。 

※申 請 期 限：令和９年１月 29日まで 

 事業完了期限：令和９年２月 26日まで 

（※各補助金は予算に達した時点で終了となります） 

<対象> 

昭和 56 年５月以前に工事着

手された木造住宅 

※令和８年度も延長 

※令和８年度も延長 



危険なブロック塀等の撤去費用の補助 
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密集住宅市街地の住宅の耐震化に関する助成 
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 木 造 住 宅 の 解 体 

※現在居住していること 

補助額：上限 400,000 円 

 

※注意 

補助対象となる住宅要件があります。 

（建築年や耐震性等） 

本町～小川新町周辺地区 

石津～田尻北周辺地区 

対象区域 

対象は昭和 56 年 5 月以前

に工事着手されたものが対

象です。 

 ※各事業の詳細は、お問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 木造住宅以外の耐震診断    

補助額の上限は、次の基本額の２/３ 

対象は昭和 56年 5月以前に着手されたもの 

（基本額）延べ面積×下記の㎡単価 

住宅以外  1,570円／㎡～4,580円／㎡ 

  ※診断建物の延べ面積により㎡単価が異なります。 

   非木造住宅 上限 204,000円／戸 
＜対象要件＞ 

昭和 56 年 5 月以前に着手された

木造戸建住宅で、65歳以上の者の

みの世帯または障害者等のみの世

帯が居住する住宅 

耐震シェルター 

防災ベッド 

※補助額は、撤去費用の見積額と市基準額により算出した金額とのいずれか 

低い額に補助率(2/3)を乗じて算出します。 

購入・運搬・設置費用を助成します。 

 

補助額：上限 550,000円 
（本体設置費：上限 500,000円 

+ 床下工事費：上限 50,000円） 

対象要件   

道路からの高さが 60cmを超える塀等で、地震等に 

より倒壊・転倒の恐れのあるものについて、基礎を除く 

全ての部分を撤去する場合。 

※事前に補助対象の塀等であるか市職員が現地の確認に 

 伺います。    事業完了期限：令和９年２月 26日まで 

① 通学路･緊急輸送路沿い 市基準額 12,000円／メートル 

② 避難経路沿い       市基準額 19,000円／メートル 

補助上限額 200,000円 


